
令和２年度土木工事共通仕様書新旧対照表

1

編 章 節 条 項 現行条文 編 章 節 条 項 新条文 改定理由

1 1 1 10 3 　第１項の受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者
を含む）及び第1項の受注者の専門技術者（専任している
場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写
真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなけれ
ばならない。名札は図１－１を標準とする。

1 1 1 10 3 　第１項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任
技術者（下請負者を含む）及び第1項の受注者の専門技術
者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工
事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等
を着用させなければならない。名札は図１－１を標準とす
る。（監理技術者補佐は、建設業法第26条３項ただし書に
規定する者をいう。）

基準類の改定
に伴う修正

1 1 1 10 3 1 1 1 10 3 基準類の改定
に伴う修正

1 1 1 30 9 (１)グリーン購入法第６条の規定に基づく「環境物品等の
調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使
用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを
使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされ
る強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、こ
れにより難い場合は、監督員と協議する。
　また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するもの
とする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督
員の指示による。

1 1 1 30 9 (１)グリーン購入法第10条の規定に基づく「静岡県環境物
品等の調達に関する基本方針」で定める特定調達品目を使
用する場合には、原則として、判断基準を満たすものを使
用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる
強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これ
により難い場合は、監督員と協議する。
　また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するもの
とする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督
員の指示による。

基準類の改定
に伴う修正

1 1 1 30 9 (２)グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関
する基本方針における公共工事の配慮事項に留意するこ
と。

1 1 1 30 9 (２)グリーン購入法に基づく静岡県環境物品等の調達に関
する基本方針における公共工事の配慮事項に留意するこ
と。

基準類の改定
に伴う修正

1 1 1 40 6 受注者は、法定外の労災保険を付保しなければならない。 基準類の改定
に伴う追加

現行条文（令和２年７月版） 新条文（令和３年１月版）



令和２年度土木工事共通仕様書新旧対照表
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編 章 節 条 項 現行条文 編 章 節 条 項 新条文 改定理由

現行条文（令和２年７月版） 新条文（令和３年１月版）

様式-4 様式-4 基準類の改定
に伴う修正


	Table 1 (小林修正)

